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１ 日野市としての総合的な取り組み 

子どもに関する日野市の施策は、保健、

教育、福祉をはじめとして、様々な分野の

計画に関わりを持っています。 

各部門のプランにおいては、専門領域を

中心として、連携を取り、施策が進められ

てきています。 

近年、子育てを取り巻く課題として、「急

速な少子化の進行」「待機児童問題」「子育

ての孤立感と負担感の増加」などにより、

制度間のしっかりとした連携なしには、対

応できない状況が生まれています。 

市民は、より身近な地域で、一層の部門間の連携を求めています。 

こうしたニーズに応えるため、子ども・子育て支援事業計画の推進において、部門間の

より一層の連携体制のもとに、施策の総合的コーディネートを行い、これまでの取り組み

を発展させつつ日野市の子育て施策の推進を図っていきます。 

２ 市民参画と地域との連携強化 

日野市では、基本構想において、「まちづくりは行政だけで行うものではなく、主権者で

ある市民と一体となって考え、その意思を政策に反映させ、その政策を市民と行政が協働

して実行していくこと」と明言しています。 

核家族化の進展や地域のつながりの希薄化により、祖父母や近隣の住民などから、日々

の子育てに対する助言、支援や協力を得ることが困難な状況となっている中で、子どもが

安心して育まれるとともに、子ども同士が集団の中で育ち合うことができるよう、また、

家庭における子育ての負担や不安、孤立感を和らげ、男女共に保護者がしっかりと子ども

と向き合い、喜びを感じながら子育てができるよう、子どもの育ちと子育てを、行政や地

域社会をはじめ社会全体で支援していくことが必要といわれています。こうした意味にお

いて、市民参画・地域との連携強化は、基盤づくりそのものといえます。 

新！ひのっ子すくすくプランの策定にあたっては、子育て支援に関わる関係者、市民の

参画を得て進めてきました。今後、計画の推進にあたっても、この体制を維持発展させ、

市民の参画と地域との連携を強化していきます。 

 

 

第

7

章

139



第７章 計画の推進に向けて 
 

３ 計画の効果的かつ効率的な推進 

140 

３ 計画の効果的かつ効率的な推進 

日野市では、「市民の視点に立ち、効率的かつ効果的な行政運営を行う」「行政が市民へ

の説明責任を果たすと同時に、責任ある行政運営を行う」ことを目指し、市民、自治会な

どのコミュニティ、事業者、行政などが計画の進捗状況や課題などを共有し、一体となっ

たまちづくり、戦略的な政策を展開できるよう、Plan（計画）－Do（実行）－Check（評

価）－Action（改善）のＰＤＣＡサイクルの各段階において進行管理を行っています。 

新！ひのっ子すくすくプランにおいても、計画の評価と検証の仕組みが必要になること

から、このＰＤＣＡサイクルを実施し、市民参画や地域との連携のもとに進めていきます。 

◆Plan（計画） 

  子育て支援に関わる関係者の意見、各種アンケート、パブリックコメントなどを通

じて市民と市との協働により、共通の目標となる計画を策定する。 

◆Do（実行） 

  市は、個別施策に基づき事業を実施する。 

◆Check（評価） 

  市は、毎年、事業及び施策の進捗状況を評価する。 

  子育て支援に関わる関係者などは、事業及び施策の進捗状況を確認し、意見を述べ

る。 

◆Action（改善） 

  市は、進捗状況を踏まえ、次年度の個別施策を見直す。 

  子育て支援に関わる関係者なども進捗状況を踏まえ、次年度の行動内容を見直す。 
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４ 時代のニーズに応える施策展開 

日野の子ども全てがすくすく育つよう、既存の規制・枠組みにとらわれず、構造改革特

区対応なども視野に入れて新しいニーズに合った施策の展開を図っていきます。 

５ 計画の推進体制 

計画の推進体制としては、計画の策定に関わった、子どもの保護者、地域において子ども

の育成及び子育て支援活動に携わる者、民間企業の事業主の代表、民間企業の労働者の代表、

子ども・子育て支援に関する事業者、学識経験者、関係行政機関の職員などで構成される「日

野市子ども・子育て支援会議」において、市民と行政の協働により計画の推進を図ります。 

なお、この支援会議は、子ども・子育て支援法第77条第１項に掲げる事務を処理するもの

です。 

 

【子ども・子育て支援法第77条第１項（抜粋）】 

（１）特定教育・保育施設（認定こども園、幼稚園、保育所）の利用定員の設定に関する

こと 

（２）特定地域型保育事業（小規模保育等）の利用定員の設定に関すること 

（３）市町村子ども・子育て支援事業計画の策定・変更に関すること 

（４）子ども・子育て支援に関する施策の推進について必要な事項及び施策の実施状況の

調査審議に関すること 

 

 
委員構成（２０人以内で構成） 市長

・各種子育て施策等の在り方など
・その他子育て施策全般に関すること

事務局 （子ども部）

・事業計画の進行管理・検証

・会議の運営・調整

・子どもに関する企画立案、庁内調整

日野市子ども・子育て支援会議

＊年に５回程度、施策の進行状況管理、施策の実
現に向けての検討を行う。

子どもの保護者、地域において子どもの育成及び
子育ての支援活動に携わる者、市内の民間企業の
事業主を代表する者、市内の民間企業の労働者を
代表する者、子ども・子育て支援に関する事業に
従事する者、子ども・子育て支援に関し学識経験
のある者、関係行政機関の職員、その他市長が必
要と認める者。

諮問

答申

資料提示

意見

情報提供
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